
令和元年第１１回農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和元年１１月２７日（水） 午後４時００分～ 

              

２．開催場所 宇土市役所 防災棟会議室 

 

３．出席委員（１２人） 

   農業委員 金田 起代子  中山 一一  谷山 次則  佃 正人 

田代 洋一   境  良一  本田 孝徳  山本 賢一 

 太田 桂子  佐美三 守  堀  城 

   

４．欠席委員 齊藤 英次 

 

５．議事録署名者指名  田代 洋一議長 

  議事録署名委員   中山 一一  谷山 次則 

 

６．議 事 

 （１）議案 第 ３９号 農地法第３条の規定による許可申請審議について 

 （２）議案 第 ４０号 農地法第５条の規定による許可申請審議について 

 （３）議案 第 ４１号 農用地利用集積計画の同意について 

 （４）報告 第 １２号 農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借等

の合意解約について 

  

伊藤局長  皆様こんにちは。お忙しい中お集りいただきましてありがとうござい

ます。それでは，令和元年第１１回の総会を開催いたします。 

      本日は，農業委員さんの出席者数は１２名中１１名で過半数に達して

いますので，本日の総会が成立したことをご報告いたします。 

      まず田代会長からご挨拶をお願いします。 

 

田代会長  皆さんこんにちは，先日のジャガイモの芽欠きはお疲れさまでした。 

      また，カントリーのほうも支障なく終わったようでよかったです。 

      本日の審議がスムースに行きますよう皆様のご協力をお願いします。 

 

伊藤局長  ありがとうございました。次に議長選出となっておりますけれども，

宇土市農業委員会会議規則第５条により，田代会長に議長をお願いい



たします。 

 

田代会長  それでは，令和元年第１１回の農業委員会総会を開会いたします。本

日の議長を務めさせていただきます。 

      まず，議事録署名委員の指名ですが，議長において指名するというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  それでは，中山委員さんと谷山委員さんにお願いします。 

      それでは，ただいまより議案審議を行います。 

      まず，申請書の確認委員より申請内容について説明をお願いして，後

から事務局の補足説明の上，可否の判断をしていただくということに

なっています。確認委員さんには説明をお願いいたします。 

      それでは，議案審議をお願いします。 

      議案第３９号，「農地法第３条の規定による農地所有権移転等の許可

申請に対する審議について」を議題といたします。 

       

田代議長  それでは，申請番号１番について，確認委員は太田委員さんですので

説明をお願いします。 

 

太田委員  申請番号１番につきまして説明します。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記４筆とも畑，現況も畑，登記面積

は合計で２，０３９㎡，耕作面積１，６５９㎡，申請面積２，０３９

㎡。貸借形態は所有権無償。譲受理由は規模拡大，譲渡理由は経営縮

小。家族１人。権利の種類は贈与です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  はい，委員さんの説明は終わりました。事務局から補足説明がありま

したらお願いします。 

 

事務局   はい，申請番号１番について補足説明をさせていただきます。申請地

までの通作距離は約１ｋｍ，農業年数３年，農機具についてはリース

物件を活用し，主たる作物は，米・みかんになります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について，委員さん

方のご意見はありますか。 



全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

以上で議案第３９号については１件承認を得ましたので，許可書の交

付を行います。次に議案第４０号，「農地法第５条の規定による農地

転用の権利移転を伴う許可申請に対する審議について」を議題といた

します。 

      申請番号１番について，確認委員は金田委員さんですので，説明をお

願いします。 

 

金田委員  はい，１番についてご説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記は２筆とも田，現況田。登記面積

は２筆合計５９１㎡。権利の種類は所有権（有償）売買。転用目的は

宅地分譲２区画です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   はい，申請番号１番につきまして補足説明させていただきます。地図

は７ページです。申請人は，宇城市で不動産業を営む法人です。申請

地は住宅に囲まれ，小学校敷地に隣接し，周囲に保育園・病院・郵便

局・市役所等の生活インフラが充実しており，居住者が長く生活する

場所として適した場所と考え，宅地分譲を目的として今回の転用申請

となりました。なお申請地は，都市計画区域内の用途地域であり第３

種農地となります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      申請番号２番について，確認委員は中山委員さんですので説明をお願

いします。 

 

中山委員  はい，２番について説明申し上げます。譲受人，譲渡人，土地の所在



地は議案書記載のとおりです。登記は畑，現況も畑。登記面積１３５

㎡。うち転用面積も同じく１３５㎡です。権利の種類は使用貸借権設

定です。転用目的は資材置場敷地拡張です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   はい，申請番号２番につきまして補足説明させていただきます。地図

は８ページです。地図中の斜線部分が２番の申請農地を示しています。

申請人は松山町に居住し建築業を営む個人です。現在使用している作

業場が資材の増加に伴い手狭になったため，作業場の敷地拡張を目的

として今回の転用申請となりました。なお申請地は，「宅地化の進ん

だ地域に隣接するおおむね１０ヘクタール未満の区域内」にあり，第

２種農地と思われます。以上です。 

 

田代議長  はい，事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について，委

員さん方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，２番については承認をいたします。 

      申請番号３番について，確認委員は中山委員さんですので説明をお願

いします。 

 

中山委員  ３番につきましてご説明申し上げます。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記５筆が田，１筆が畑，現況も５筆

が田，１筆が畑。登記面積６筆合計で２，２１７㎡。うち転用面積も

同じく２，２１７㎡です。権利の種類は所有権（有償）売買。転用目

的はアパート２棟５９４．１㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   はい，申請番号３番につきまして補足説明させていただきます。地図

は９ページです。申請人は熊本市で不動産業等を営む法人です。アパ

ートの建設を検討していたところ，申請地は周囲に商店・学校等があ



り住環境がよく，またアパートの需要が高いため，今回の転用申請と

なりました。なお，申請地は都市計画区域内の用途地域であり第３種

農地となります。以上です。 

 

田代議長  はい，事務局の補足説明は終わりました。申請番号３番について，委

員さん方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，３番については承認をいたします。 

      申請番号４番について，確認委員は中山委員さんですので説明をお願

いします。 

 

中山委員  ４番につきましてご説明申し上げます。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記４筆ともに畑，現況も同じく畑。

登記面積４筆合計で１，７３６．４３㎡。うち転用面積も同じく１，

７３６．４３㎡です。権利の種類は所有権（有償）売買。転用目的は

アパート２棟４５４．６６㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   はい，申請番号４番につきまして補足説明させていただきます。地図

は１０ページです。申請人は熊本市に居住する個人です。アパートの

建設を検討していたところ，申請地は周囲に商店・学校等があり住環

境がよく，またアパートの需要が高いため，今回の転用申請となりま

した。地図に示しているように現地に達するための通路部分は平成２

９年第１０回総会において，通路として転用許可を得ています。今回

はアパート部分のほかに，通路と公衆用道路接種する隅切り部分を併

せて転用申請されています。なお，申請地は都市計画区域内の用途地

域であり第３種農地となります。以上です。 

 

田代議長  はい，事務局の補足説明は終わりました。申請番号４番について，委

員さん方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 



 

田代議長  異議なしということですので，４番については承認をいたします。 

      申請番号５番について，確認委員は私ですので説明いたします。 

 

田代委員  ５番につきまして説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在地は

議案書記載のとおりです。登記田，現況田。登記面積４０９㎡。うち

転用面積４０９㎡です。権利の種類は所有権（無償）贈与。転用目的

は個人住宅７４．５２㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  確認委員の説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   はい，申請番号５番につきまして補足説明させていただきます。地図

は１１ページです。申請人は走潟町に居住する個人です。現在，父母・

祖父母・姉夫婦家族とともに祖父の家に居住されています。子の成長

に伴い現在の住居が手狭になってきたため，祖父が所有する申請地に

個人住宅を建設することを目的として，今回の転用申請となりました。

なお，申請地はおおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地であ

り，第１種農地と思われますが，「住宅の周辺地域において居住する

者の業務上必要な施設で集落に接続して設置される」という不許可の

例外規定に該当し，許可は可能です。以上です。 

 

田代議長  はい，事務局の補足説明は終わりました。申請番号５番について，委

員さん方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，５番については承認をいたします。 

      以上で，議案第４０号については５件承認を得ましたので，許可書の

交付を行います。 

      次に議案第４１号，「農用地利用集積計画の同意について」を議題と

いたします。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   はい，ご説明いたします。１４ページをお開きください。番号６５番，

借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目７筆と

も田，合計面積４，９３７㎡で，令和元年１２月２５日から令和６年



１２月２４日までの５年間の賃借権の設定となり，借賃は１０アール

当たり米６０キロとなっております。番号６６番，借り手，貸し手，

物件の所在は議案書記載のとおりです。地目は田が３筆，樹園地が３

筆，合計面積５，６０７㎡で，令和元年１２月２５日から令和６年１

２月２４日までの５年間の賃借権の設定となっており，借賃は田が１

０アール当たり米６０キロ，樹園地が３筆で１３，０００円となって

います。番号６７番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のと

おりです。地目畑，面積７５８㎡で，令和元年１２月２５日から令和

６年１２月２４日までの５年間の賃借権の設定となり，借賃は１筆当

たり２０，０００円となっております。番号６８番，借り手，貸し手，

物件の所在は議案書記載のとおりです。地目田，面積１，８４０㎡で，

令和元年１２月２５日から令和６年１２月２４日までの５年間の賃

借権の設定となっており，借賃は１０アール当たり３０，０００円と

なっています。番号６９番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記

載のとおりです。地目田，面積２，４５４㎡で，令和元年１２月２５

日から令和６年１２月２４日までの５年間の賃借権の設定となり，借

賃は１０アール当たり３０，０００円となっております。番号７０番，

借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目５筆と

も田，合計面積７，５０２㎡で，令和元年１２月２５日から令和６年

１２月２４日までの５年間の賃借権の設定となっており，借賃は１０

アール当たり米６０キロとなっております。番号７１番，借り手，貸

し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目６筆とも田，合計

面積７，１６３㎡で，令和元年１２月１日から令和６年１１月３０日

までの５年間の賃借権の設定となり，借賃は６筆で６，０００円及び

米１２０キロとなっております。番号７２番，借り手，貸し手，物件

の所在は議案書記載のとおりです。地目３筆とも田，合計面積３，４

４９㎡で，令和元年１２月１日から令和６年１１月３０日までの５年

間の賃借権の設定となっており，借賃は３筆で米１２０キロとなって

います。番号７３番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のと

おりです。地目５筆とも田，合計面積３，６１４㎡で，令和元年１２

月１日から令和６年１１月３０日までの５年間の賃借権の設定とな

り，借賃は５筆で米１８０キロとなっております。次に１６ページを

お開きください。番号７４番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書

記載のとおりです。地目２筆とも田，合計面積５，１７８㎡で，令和

元年１２月２５日から令和６年１２月２４日までの５年間の賃借権

の設定となっており，借賃は１０アール当たり米６０キロとなってい



ます。番号７５番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとお

りです。地目４筆とも田，合計面積５，５５２㎡で，令和元年１２月

２５日から令和６年１２月２４日までの５年間の賃借権の設定とな

ります。番号７６番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のと

おりです。地目は２筆とも田，合計面積４，６９６㎡で，令和元年１

２月２５日から令和６年１２月２４日までの５年間の賃借権の設定

となっており，借賃は田が１０アール当たり４５，０００円となって

います。番号７７番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のと

おりです。地目２筆とも田，合計面積５，００３㎡で，令和２年１月

１日から令和４年１２月３１日までの３年間の賃借権の設定となり，

借賃は１０アール当たり４５，０００円となっております。番号７８

番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目田，

面積４，５１２㎡で，令和２年１月１日から令和６年１２月３１日ま

での５年間の賃借権の設定となっており，借賃は１０アール当たり米

６０キロとなっています。番号７９番，借り手，貸し手，物件の所在

は議案書記載のとおりです。地目２筆とも田，合計面積４，８４０㎡

で，令和元年１２月２１日から令和６年１２月２０日までの５年間の

賃借権の設定となり，借賃は１０アール当たり１０，０００円となっ

ております。番号８０番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載

のとおりです。地目３筆とも田，合計面積２，１１８㎡で，令和２年

１月１日から令和１１年１２月３１日までの１０年間の賃借権の設

定となっており，借賃は１０アール当たり１２，０００円となってお

ります。次に１７ページをお開きください。番号８１番，借り手，貸

し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目田，面積３，９７

１㎡で，令和２年１月１日から令和１１年１２月３１日までの１０年

間の賃借権の設定となります。番号８２番，借り手，貸し手，物件の

所在は議案書記載のとおりです。地目田，面積１９㎡で，令和２年１

月１日から令和１１年１２月３１日までの１０年間の賃借権の設定

となっており，借賃は１０アール当たり１０，０００円となっていま

す。次の⑩につきましては農業公社のあっせん事業による売買になり

ます。番号１０番，買い手，売り手，土地の所在は議案書記載のとお

りです。地目田，めんせき１９㎡で所有権移転となっております。 

次に１８ページをお開きください。こちらが今月の利用権設定等の状

況一覧表となっております。次に１９ページをお開き下さい。左側が

今月の合計です。利用権の設定が７３，２３２㎡となっています。右

側が１月から１１月までの累計です。利用権の設定は２５４，８３０



㎡，所有権の移転は３２，９７６㎡となっております。以上です。 

 

田代議長  事務局の説明は終わりました。委員さん方のご意見はありませんか。 

       

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしとのことで議案第４１号については決定をいたします。次に

報告第１２号「農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借等の

合意解約について」を議題とします。事務局より報告をお願いします。 

 

事務局   はい，報告いたします。議案書の２１ページをお開きください。番号

１番，解約農地は議案書記載のとおりです。地目は田，面積１，２２

０㎡で，賃貸人，賃借人は議案書記載のとおりです。令和元年１１月

１１日付け，農地貸借の方法を農地中間管理事業へ切り替えることに

なったため，解約となっております。以上です。 

 

田代議長  以上で，報告第１２号につきましては事務局の報告を終わります。 

     ご質問等はありませんか。 

 

全委員   なし。 

 

田代議長  なしとのことで報告を終わります。以上で予定しておりました案件は 

すべて承認いたします。その他，事務局から連絡事項などありました

らお願いします。 

 

事務局   ありません。 

 

佐美三副会長 皆さんお疲れ様でした。以上で令和元年第１１回農業委員会総会を

閉会します。お疲れ様でした。 

 

            議    長   田代 洋一    印 

 

議事録署名人   中山 一一    印 

 

議事録署名人   谷山 次則    印 


